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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板の一方の面に設けられた画素電極と、
　前記基板と前記画素電極との間に設けられた第１遮光膜と、
　前記第１遮光膜と前記画素電極との間に設けられたトランジスタ素子と、
　前記トランジスタ素子と前記画素電極との間に設けられた第２遮光膜と、
　前記第２遮光膜と前記画素電極との間に設けられた透明導電膜と、
　前記第２遮光膜と前記画素電極との間に設けられた透明な接続部と、
　前記透明導電膜と前記画素電極との間に設けられた誘電体膜と、を有し、
　前記トランジスタ素子は、
　前記第２遮光膜及び前記画素電極と電気的に接続されると共に、
　前記基板の一方の面に垂直な方向から見た平面視において、前記第１遮光膜及び前記第
２遮光膜と重なる部分を含み、
　前記画素電極は、光が透過可能な開口領域において、前記透明導電膜及び前記誘電体膜
と重なることで蓄積容量を形成し、
　前記透明導電膜は、前記基板の一方の面に垂直な方向から見た平面視において、開口部
を有し、
　前記透明な接続部は、前記基板の一方の面に垂直な方向から見た平面視において、前記
開口部の内部に位置し、かつ、前記開口領域において、前記画素電極と電気的に接続され
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る部分を有することを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電気光学装置において、
　さらに、前記トランジスタ素子と前記画素電極とを電気的に接続する遮光性の中継層と
、を有し、
　前記遮光性の中継層は、前記基板の面に垂直な方向から見た平面視において、前記トラ
ンジスタ素子と重なる部分を有し、かつ、隣り合う２つの画素電極間の非開口領域におい
て、前記透明な接続部と電気的に接続される部分を有することを特徴とする電気光学装置
。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電気光学装置において、
　前記誘電体膜は、アルミナを含むことを特徴とする電気光学装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の電気光学装置において、
　前記透明な接続部は、前記透明導電膜と同一の層に位置していることを特徴とする電気
光学装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載の電気光学装置において、
　前記開口部は、隣り合う２つの画素領域に渡って開口していることを特徴とする電気光
学装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の電気光学装置において、
　さらに、前記透明導電膜と前記画素電極の間、又は、前記透明な接続部と前記画素電極
との間に容量分離膜を有することを特徴とする電気光学装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の電気光学装置において、
　前記容量分離膜は、前記開口領域において、容量分離膜開口部を備えることを特徴とす
る電気光学装置。
【請求項８】
　請求項２に記載の電気光学装置において、
　前記トランジスタ素子の半導体層は、第１方向に沿って延在し、
　前記遮光性の中継層は、前記第１方向と交差した第２方向に沿って延長する本体部と、
　前記第１方向に沿って突出する突出部と、を含み、
　前記半導体層は、チャネル部と、前記画素電極に電気的に接続するソースドレイン領域
と、を含み、
　前記遮光性の中継層は、前記基板の面に垂直な方向から見た平面視において、前記チャ
ネル部及び前記ソースドレイン領域と重なる部分を有することを特徴とする電気光学装置
。
【請求項９】
　請求項１から８の何れか一項に記載の電気光学装置を具備してなることを特徴とする電
子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば素子基板上にスイッチング素子として薄膜トランジスタが画素毎に配
置された液晶装置等の電気光学装置及びそのような電気光学装置を備えた、例えば液晶プ
ロジェクタ等の電子機器の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の電気光学装置では、基板上に、画素電極と、該画素電極の選択的な駆動を行う



(3) JP 5589359 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

ための走査線、データ線、及び画素スイッチング用素子としてのＴＦＴ（Thin Film Tran
sistor）とを備えることにより、アクティブマトリクス駆動可能に構成されている。ここ
で、アクティブマトリクス駆動では、走査線に走査信号を供給することで前記ＴＦＴの動
作を制御すると共に、ＴＦＴがＯＮ（オン）駆動されるタイミングでデータ線に画像信号
を供給することによって、画像表示が実現される。このような電気光学装置では、表示画
像の高コントラスト化等を目的として、ＴＦＴとＩＴＯ等の透明電極からなる画素電極と
の間に蓄積容量が設けられる。また、各画素に対応して設けられた画素スイッチング用Ｔ
ＦＴ等の素子を遮光することを目的として遮光層が設けられる場合もある。（例えば、特
許文献１乃至３参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－３３３６５１号公報
【特許文献２】特開平１０－１０５７９号公報
【特許文献３】特開２００１－５６４８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、液晶装置の動作時において、画像信号に応じて画素電極の電位を一定の
期間維持する蓄積容量は、通常、表示領域のうち光を透過させない領域であり、且つデー
タ線及び走査線等の各種配線が設けられた非開口領域に形成されるため、表示領域を構成
する複数の画素のうち実質的に光が透過可能な領域である開口領域を広げつつ、蓄積容量
のサイズを広げることは相互にトレードオフの関係にある。
【０００５】
　したがって、蓄積容量の容量値を大きくし、且つ開口領域のサイズを広げることを同時
に実現することは技術的に困難であり、液晶装置等の電気光学装置の表示性能を高めるこ
とについて技術的に難しい問題点があった。
【０００６】
　よって、本発明は上記問題点等に鑑みてなされたものであり、例えば、蓄積容量の容量
値を大きくし、且つ開口領域のサイズを広げることの両方を可能として、電気光学装置の
表示性能を向上させることが可能な電気光学装置及びそのような電気光学装置を備えた電
子機器を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る第１の電気光学装置は上記課題を解決するために、基板上の表示領域の一
部を構成し、且つ光を透過させない非開口領域に形成された第１遮光膜と、前記第１遮光
膜上において前記第１遮光膜に重なるトランジスタ素子と、前記トランジスタ素子上にお
いて前記トランジスタ素子に重なり、且つ、前記トランジスタ素子に電気的に接続された
第２遮光膜と、前記表示領域のうち光が透過可能な開口領域において、前記第２遮光膜の
上層側に延びる透明導電膜と、前記開口領域において前記透明導電膜上に形成された誘電
体膜と、前記開口領域において前記誘電体膜上に形成され、且つ前記透明導電膜及び前記
誘電体膜と共に蓄積容量を構成しており、前記トランジスタ素子に電気的に接続された透
明な画素電極とを備える。
【０００８】
　本発明に係る第１の電気光学装置によれば、基板上には、例えば、走査線、データ線等
の配線やトランジスタ素子が、絶縁膜を介して相互に絶縁されつつ必要に応じて積層され
ることで画素電極を駆動するための回路が構成され、その上層側に画像電極が配置されて
いる。これら走査線、データ線及び画素スイッチング用トランジスタ素子の夫々は、半導
体層及び金属膜等の不透明な構成要素を備えているため、当該電気光学装置による画像表
示に影響を与えないように、基板上の表示領域のうち光を透過させない非開口領域に形成
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されている。
【０００９】
　第１遮光膜は、基板上の表示領域の一部を構成し、且つ光を透過させない非開口領域に
形成されている。したがって、第１遮光膜は、トランジスタ素子の下側から当該素子に向
かって入射する光を遮光可能である。尚、非開口領域は、当該電気光学装置を構成する構
成要素のうち第１遮光膜等を含む遮光性を有する要素によって規定される。
【００１０】
　トランジスタ素子は、前記第１遮光膜上において前記第１遮光膜に重なるように形成さ
れている。トランジスタ素子は、当該電気光学装置の動作時において、例えば、走査線を
介してゲートに供給される走査信号に応じてオンオフされ、画素電極に対する画像信号の
供給及び非供給を制御する制御素子である。
【００１１】
　第２遮光膜は、前記トランジスタ素子上において前記トランジスタ素子に重なっている
ため、トランジスタ素子をその上側から遮光可能である。第２遮光膜は、トランジスタ素
子に電気的に接続されている。第２遮光膜は、例えば、トランジスタ素子のソースに電気
的に接続され、且つ画像信号を供給するデータ線の一部を構成する。
【００１２】
　透明導電膜は、例えば、ＩＴＯ等の透明導電材料から構成されており、前記表示領域の
うち光が透過可能な開口領域において、前記第２遮光膜の上層側に延びている。
【００１３】
　誘電体膜は、前記開口領域において前記透明導電膜上に形成された、例えば、透明な膜
である。誘電体膜は、後述する容量値を上げるために誘電率が高い材料を用いて薄く形成
されているほうが好ましい。
【００１４】
　画素電極は、前記開口領域において前記誘電体膜上に形成され、且つ前記透明導電膜及
び前記誘電体膜と共に蓄積容量を構成しており、前記トランジスタ素子に電気的に接続さ
れた透明な膜であり、例えば、透明導電膜と同様にＩＴＯ等の透明導電材料から構成され
ている。
【００１５】
　本発明に係る第１の電気光学装置によれば、開口領域に蓄積容量を形成可能であるため
、非開口領域にのみ蓄積容量を形成する場合に比べてその容量値を増大させることが可能
である。加えて、蓄積容量は、透明な膜で構成されているため、開口領域を狭めることも
なく、画素のうち開口領域が占める割合である開口率を低下させることもない。
【００１６】
　したがって、本発明に係る第１の電気光学装置によれば、蓄積容量の容量値を大きくし
、且つ開口領域のサイズを広げることが可能であるため、当該電気光学装置の表示性能を
向上させることが可能である。
【００１７】
　本発明に係る第１の電気光学装置の一の態様では、前記開口領域において前記透明導電
膜は部分的に開口してなる開口部を有し、前記開口部内において前記基板の厚み方向に沿
って延びており、前記出力端子及び前記画素電極を相互に電気的に接続する透明な接続部
とを備えていてもよい。
【００１８】
　この態様によれば、蓄積容量の一部である一対の容量電極の一方を構成する透明導電膜
のサイズを極力大きく取りつつ、接続部を介して画素電極及び出力端子相互における電気
的な接続が可能になる。
【００１９】
　本発明に係る第１の電気光学装置の他の態様では、前記トランジスタ素子に重なるよう
に前記トランジスタ素子の上層側に延び、且つ前記第２遮光膜と共に前記トランジスタ素
子を遮光すると共に、前記トランジスタ素子及び前記画素電極を電気的に中継する中継層
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を含んでいてもよい。
【００２０】
　この態様によれば、第２遮光膜及び中継層の両方でトランジスタ素子を遮光可能である
。したがって、当該電気光学装置の動作時において、トランジスタ素子に発生しうる光リ
ーク電流を低減可能である。
【００２１】
　本発明に係る第１の電気光学装置の他の態様では、前記誘電体膜は、アルミナで構成さ
れていてもよい。
【００２２】
　この態様によれば、アルミナは他の誘電材料に比べて相対的に誘電率が高いため、蓄積
容量のサイズが一定である場合に設定可能な容量値を高めることが可能である。
【００２３】
　本発明に係る第２の電気光学装置は上記課題を解決するために、トランジスタ素子と、
前記トランジスタ素子上に配置されると共に前記トランジスタ素子に重なり、且つ、前記
トランジスタ素子に電気的に接続された遮光膜と、前記遮光膜上に配置され、互いに隣り
合う二つの画素に跨る開口部を有する透明導電膜と、誘電体膜を介して前記透明導電膜と
対向して設けられることで蓄積容量を構成すると共に、前記トランジスタ素子に電気的に
接続された透明な画素電極と、前記透明導電膜と同一層であって、平面視で前記開口部の
内側に配置されており、前記画素電極及び前記トランジスタ素子を互いに電気的に接続す
る第１中継層と、前記遮光膜と同一層に配置されており、前記画素電極及び前記トランジ
スタ素子を互いに電気的に接続する島状の第２中継層とを備えている。
【００２４】
　本発明に係る第２の電気光学装置によれば、基板上には、例えば、走査線、データ線等
の配線やトランジスタ素子が、絶縁膜を介して相互に絶縁されつつ必要に応じて積層され
ることで画素電極を駆動するための回路が構成され、その上層側に画像電極が配置されて
いる。これら走査線、データ線及び画素スイッチング用トランジスタ素子の夫々は、半導
体層及び金属膜等の不透明な構成要素を備えているため、当該電気光学装置による画像表
示に影響を与えないように、基板上の表示領域のうち光を透過させない非開口領域に形成
されている。
【００２５】
　トランジスタ素子は、当該電気光学装置の動作時において、例えば、走査線を介してゲ
ートに供給される走査信号に応じてオンオフされ、画素電極に対する画像信号の供給及び
非供給を制御する制御素子である。
【００２６】
　遮光膜は、前記トランジスタ素子上において前記トランジスタ素子に重なっているため
、トランジスタ素子をその上側から遮光可能である。遮光膜は、トランジスタ素子に電気
的に接続されている。遮光膜は、例えば、トランジスタ素子のソースに電気的に接続され
、且つ画像信号を供給するデータ線の一部を構成する。
【００２７】
　透明導電膜は、例えば、ＩＴＯ等の透明導電材料から構成されており、前記表示領域の
うち光が透過可能な開口領域において、前記遮光膜の上層側に設けられている。
【００２８】
　誘電体膜は、前記開口領域において前記透明導電膜上に形成された、例えば、透明な膜
である。誘電体膜は、後述する容量値を上げるために誘電率が高い材料を用いて薄く形成
されているほうが好ましい。
【００２９】
　画素電極は、前記開口領域において前記誘電体膜上に形成され、且つ前記透明導電膜及
び前記誘電体膜と共に蓄積容量を構成しており、前記トランジスタ素子に電気的に接続さ
れた透明な膜であり、例えば、透明導電膜と同様にＩＴＯ等の透明導電材料から構成され
ている。
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【００３０】
　第１中継層は、透明導電膜と同一層（即ち、画素電極及びトランジスタ素子間の層）に
備えられている。尚、ここでの「同一層」とは、透明導電膜と同一の成膜工程によって成
膜される層を指す趣旨である。第１中継層は、透明導電膜とは電気的導通を断たれており
、画素電極及びトランジスタ素子を互いに電気的に接続するように設けられている。より
具体的には、第１中継層は、例えばコンタクトホールを介して下層側のトランジスタの出
力端子側と電気的に接続され、更に上層側の画素電極と電気的に接続される。第１中継層
を設けることで、トランジスタ素子及び画素電極の電気的導通を好適に実現することがで
きる。
【００３１】
　第２中継層は、遮光膜と同一層に島状に配置されており、前記画素電極及び前記トラン
ジスタ素子を互いに電気的に接続する。尚、ここでの「同一層」とは、遮光膜と同一の成
膜工程によって成膜される層を指す趣旨である。第２中継層は、遮光膜とは電気的導通を
断たれており、画素電極及びトランジスタ素子を互いに電気的に接続するように設けられ
ている。より具体的には、第２中継層は、例えばコンタクトホールを介して下層側のトラ
ンジスタの出力端子側と電気的に接続され、更に上層側の画素電極と電気的に接続される
。第２中継層を設けることで、トランジスタ素子及び画素電極の電気的導通を好適に実現
することができる。
【００３２】
　本発明に係る第２の電気光学装置によれば、開口領域に蓄積容量を形成可能であるため
、非開口領域にのみ蓄積容量を形成する場合に比べてその容量値を増大させることが可能
である。加えて、蓄積容量は、透明な膜で構成されているため、開口領域を狭めることも
なく、画素のうち開口領域が占める割合である開口率を低下させることもない。
【００３３】
　また本発明に係る第２の電気光学装置では特に、透明導電膜は、互いに隣り合う二つの
画素のいずれとも重なるように延在する開口部を有しており、画素電極は、透明導電膜の
開口部と少なくとも部分的に重なるように設けられている。また、この開口部の内側に設
けられた透明な第１中継層を介してトランジスタ素子と電気的に接続されている。このよ
うに構成すれば、透明導電膜の開口部を介して、画素電極及びトランジスタ素子を確実に
電気的に接続することが可能であり、中継層も透明であるため開効率の低下を防ぐことが
できる。
【００３４】
　以上説明したように、本発明に係る第２の電気光学装置によれば、蓄積容量の容量値を
大きくし、且つ開口領域のサイズを広げることが可能であるため、当該電気光学装置の表
示性能を向上させることが可能である。
【００３５】
　本発明に係る第２の電気光学装置の一態様では、前記第１中継層は、前記第２中継層よ
り前記トランジスタ素子の半導体層が延在する第１の方向の長さが長い。
【００３６】
　この態様によれば、遮光膜と同一層に島状に設けられた第２中継層よりも、第１中継層
が画素電極側に突出して設けられており、この透明な第１中継層を経由することで開口率
の低下を防止しながらトランジスタ素子との電気的接続を図ることができる。
【００３７】
　本発明に係る第２の電気光学装置の他の態様では、前記透明導電膜より上層側且つ前記
画素電極より下層側に配置されており、互いに隣り合う画素間の前記蓄積容量を分離する
容量分離膜を備える。
【００３８】
　この態様によれば、容量分離膜によって互いに隣り合う画素間の蓄積容量が分離される
ため、より好適に表示画像の品質を高めることが可能である。また、容量分離膜の面積を
調整することで、蓄積容量の大きさを調整することも可能である。
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【００３９】
　本発明に係る第２の電気光学装置の他の態様では、前記透明導電膜の前記開口部は、互
いに隣り合う前記遮光膜の間に設けられ、前記容量分離膜は、平面視で前記画素電極の内
側に、且つ前記遮光膜が延在する方向と交差する方向で、前記開口部と前記隣り合う遮光
膜との間にそれぞれ設けられた容量分離膜開口部を有し、前記蓄積容量は、前記容量分離
膜開口部に沿った形状を有する。
【００４０】
　この態様によれば、容量分離膜は遮光膜と容量電極の開口部との間に容量分離膜開口部
を有し、その形状に沿って蓄積容量が形成されるので、容量電極と画素電極とが対向配置
される領域、すなわち蓄積容量の平面的な面積をできるだけ多く確保することができる。
【００４１】
　本発明に係る第２の電気光学装置の他の態様では、前記トランジスタ素子と前記遮光膜
との間の層に配置され、前記トランジスタ素子と前記画素電極とを電気的に中継接続する
第３中継層を備え、前記第３中継層は、前記トランジスタ素子の半導体層が延在する第１
の方向と交わる第２の方向に延びる本体部、及び前記本体部から前記第１の方向に突出す
る突出部を有しており、前記トランジスタ素子のチャネル部を挟む電極のうち、前記画素
電極に電気的に接続される側の電極、及びチャネル部の一部を覆うように設けられている
。
【００４２】
　この態様によれば、第３中継層がトランジスタ素子と画素電極との電気的な接続を中継
すると共に、トランジスタ素子におけるチャネル部を挟む２つの電極であるソース・ドレ
イン電極のうち画素電極に電気的に接続される側の電極やチャネル部の一部を覆って遮光
するように設けられているので、トランジスタ素子における光リーク、すなわち光が当た
ることによって電流が発生してしまうことを防止することができる。特に画素電極に接続
される側の電極及びチャネル部の間のＬＤＤ領域を中心に遮光することが効果的である。
【００４３】
　本発明に係る電子機器は上記課題を解決するために、上述した本発明の電気光学装置を
備えている。
【００４４】
　本発明に係る電子機器によれば、上述した本発明に係る電気光学装置を具備してなるの
で、高品位の表示が可能な、投射型表示装置、携帯電話、電子手帳、ワードプロセッサ、
ビューファインダ型又はモニタ直視型のビデオテープレコーダ、ワークステーション、テ
レビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルなどの各種電子機器を実現できる。また、本発明に
係る電子機器として、例えば電子ペーパなどの電気泳動装置等も実現することが可能であ
る。
【００４５】
　本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施形態から明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本実施形態に係る液晶装置の全体構成を示す平面図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ´断面図である。
【図３】本実施形態に係る液晶装置の電気的な構成を示す回路図である。
【図４】本実施形態に係る液晶装置の画像表示領域における配線等の位置関係を透過的に
示す模式図である。
【図５】本実施形態に係る液晶装置において互いに異なる層の一の層における各構成要素
のレイアウトを示した平面図である。
【図６】本実施形態に係る液晶装置において互いに異なる層の他の層における各構成要素
のレイアウトを示した平面図である。
【図７】図４乃至図６の夫々のＶＩＩ－ＶＩＩ´断面図である。
【図８】変形例に係る液晶装置の部分断面図である。
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【図９】第２実施形態に係る液晶装置を構成する各層の位置関係を透過的に示す平面図（
その１）である。
【図１０】第２実施形態に係る液晶装置を構成する各層の位置関係を透過的に示す平面図
（その２）である。
【図１１】第２実施形態に係る液晶装置の積層構造を示す断面図である。
【図１２】本実施形態の電気光学装置を適用した電子機器の一例であるプロジェクタの構
成を示した平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　以下図面を参照しながら、本発明に係る電気光学装置及び電子機器の各実施形態を説明
する。以下では、本発明の電気光学装置の一例として、ＴＦＴアクティブマトリクス駆動
方式を採用した液晶装置を挙げる。
【００４８】
　＜１：液晶装置＞
　（第１実施形態）
　＜１－１：液晶装置の全体構成＞
　先ず、図１及び図２を参照しながら、本実施形態に係る液晶装置１の全体構成を説明す
る。
【００４９】
　図１は、本実施形態に係る液晶装置１の全体構成を示した平面図であり、図２は、図１
のＩＩ－ＩＩ´断面図である。
【００５０】
　図１及び図２において、液晶装置１は、対向配置されたＴＦＴアレイ基板１０と対向基
板２０とを備えている。ＴＦＴアレイ基板１０は、本発明の「基板」の一例である。ＴＦ
Ｔアレイ基板１０は、例えば石英基板、ガラス基板等の透明基板又はシリコン基板である
。対向基板２０は、例えばＴＦＴアレイ基板１０と同様の材料からなる基板である。ＴＦ
Ｔアレイ基板１０と対向基板２０との間には、液晶層５０が封入されており、ＴＦＴアレ
イ基板１０と対向基板２０とは、電気光学動作の行われる画像表示領域１０ａの周囲に位
置するシール領域に設けられたシール材５２により相互に接着されている。画像表示領域
１０ａは、本発明の「表示領域」の一例である。
【００５１】
　シール材５２は、両基板を貼り合わせるための、例えば紫外線硬化樹脂、熱硬化樹脂等
からなり、製造プロセスにおいてＴＦＴアレイ基板１０上に塗布された後、紫外線照射、
加熱等により硬化させられたものである。また、例えばシール材５２中には、ＴＦＴアレ
イ基板１０と対向基板２０との間隔（基板間ギャップ）を所定値とするためのグラスファ
イバ或いはガラスビーズ等のギャップ材５６が散布されている。
【００５２】
　シール材５２が配置されたシール領域の内側に並行して、画像表示領域１０ａの額縁領
域を規定する遮光性の額縁遮光膜５３が、対向基板２０側に設けられている。但し、この
ような額縁遮光膜５３の一部又は全部は、ＴＦＴアレイ基板１０側に内蔵遮光膜として設
けられてもよい。
【００５３】
　ＴＦＴアレイ基板１０上における、画像表示領域１０ａの周辺に位置する周辺領域には
、データ線駆動回路１０１、サンプリング回路７、走査線駆動回路１０４及び外部回路接
続端子１０２が夫々形成されている。
【００５４】
　ＴＦＴアレイ基板１０上における周辺領域において、シール領域より外周側に、データ
線駆動回路１０１及び複数の外部回路接続端子１０２が、ＴＦＴアレイ基板１０の一辺に
夫々沿って設けられている。
【００５５】
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　また、ＴＦＴアレイ基板１０上の周辺領域のうちシール領域より内側に位置する領域に
は、ＴＦＴアレイ基板１０の一辺に沿う画像表示領域１０ａの一辺に沿って且つ額縁遮光
膜５３に覆われるようにしてサンプリング回路７が配置されている。
【００５６】
　また、走査線駆動回路１０４は、ＴＦＴアレイ基板１０の一辺に隣接する２辺に沿い、
且つ、額縁遮光膜５３に覆われるようにして設けられている。更に、このように画像表示
領域１０ａの両側に設けられた二つの走査線駆動回路１０４間を電気的に接続するため、
ＴＦＴアレイ基板１０の残る一辺に沿い、且つ額縁遮光膜５３に覆われるようにして複数
の配線１０５が設けられている。
【００５７】
　また、ＴＦＴアレイ基板１０上の周辺領域において、対向基板２０の４つのコーナー部
に対向する領域に、上下導通端子１０６が配置されると共に、このＴＦＴアレイ基板１０
及び対向基板２０間には上下導通材が上下導通端子１０６に対応して該端子１０６に電気
的に接続されて設けられている。
【００５８】
　図２において、ＴＦＴアレイ基板１０上には、画素スイッチング用のＴＦＴや走査線、
データ線等の配線が作り込まれた積層構造が形成されている。画像表示領域１０ａには、
画素スイッチング用ＴＦＴや走査線、データ線等の配線の上層に画素電極９がマトリクス
状に設けられている。画素電極９は、ＩＴＯ膜からなる透明電極として形成されている。
画素電極９上には、配向膜１６が形成されている。
【００５９】
　他方、対向基板２０におけるＴＦＴアレイ基板１０との対向面上に、遮光膜２３が形成
されている。遮光膜２３は、例えば遮光性金属膜等から形成されており、対向基板２０上
の画像表示領域１０ａ内で、例えば格子状等にパターニングされている。そして、遮光膜
２３上（図２中遮光膜２３より下側）に、ＩＴＯ膜からなる対向電極２１が複数の画素電
極９と対向して例えばベタ状に形成され、更に対向電極２１上（図２中対向電極２１より
下側）には配向膜２２が形成されている。
【００６０】
　液晶層５０は、例えば一種又は数種類のネマティック液晶を混合した液晶からなり、こ
れら一対の配向膜間で、所定の配向状態をとる。そして、液晶装置の駆動時、夫々に電圧
が印加されることで、画素電極９と対向電極２１との間には液晶保持容量が形成される。
【００６１】
　尚、ここでは図示しないが、ＴＦＴアレイ基板１０上には、データ線駆動回路１０１、
走査線駆動回路１０４の他に、複数のデータ線に所定電圧レベルのプリチャージ信号を画
像信号に先行して各々供給するプリチャージ回路、製造途中や出荷時の当該液晶装置の品
質、欠陥等を検査するための検査回路等が形成されていてもよい。
【００６２】
　＜１－２：液晶装置の電気的な構成＞
　次に、図３を参照しながら、液晶装置１の画像表示領域１０ａにおける電気的な構成を
説明する。図３は、本実施形態に係る液晶装置１の画像表示領域１０ａを構成するマトリ
クス状に形成された複数の画素における各種素子、配線等の等価回路図である。
【００６３】
　図３において、画像表示領域１０ａを構成するマトリクス状に形成された複数の画素の
各々には、画素電極９、及び、本発明の「トランジスタ素子」の一例であるＴＦＴ３０が
形成されている。ＴＦＴ３０は、画素電極９に電気的に接続されており、液晶装置１の動
作時において、画素電極９に対する画像信号の供給及び非供給を相互に切り替えるように
、画素電極９をスイッチング制御する。画像信号が供給されるデータ線６は、ＴＦＴ３０
のソース領域に電気的に接続されている。データ線６に書き込む画像信号Ｓ１、Ｓ２、…
、Ｓｎは、この順に線順次に供給しても構わないし、互いに隣り合う複数のデータ線６同
士に対して、グループ毎に供給するようにしてもよい。
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【００６４】
　ＴＦＴ３０のゲートには走査線１１が電気的に接続されており、液晶装置１は、所定の
タイミングで、走査線１１にパルス的に走査信号Ｇ１、Ｇ２、…、Ｇｍを、この順に線順
次で印加するように構成されている。画素電極９は、ＴＦＴ３０のドレインに電気的に接
続されており、スイッチング素子であるＴＦＴ３０を一定期間だけそのスイッチを閉じる
ことにより、データ線６から供給される画像信号Ｓ１、Ｓ２、…、Ｓｎが所定のタイミン
グで書き込まれる。画素電極９を介して液晶に書き込まれた所定レベルの画像信号Ｓ１、
Ｓ２、…、Ｓｎは、対向基板２０（図２参照）に形成された対向電極２１（図２参照）と
の間で一定期間保持される。
【００６５】
　液晶層５０（図２参照）を構成する液晶は、印加される電圧レベルにより分子集合の配
向や秩序が変化することにより、光を変調し、階調表示を可能とする。ノーマリーホワイ
トモードであれば、各画素の単位で印加された電圧に応じて入射光に対する透過率が減少
し、ノーマリーブラックモードであれば、各画素の単位で印加された電圧に応じて入射光
に対する透過率が増加され、全体として液晶装置からは画像信号に応じたコントラストを
もつ光が出射される。
【００６６】
　ここで保持された画像信号がリークすることを防ぐために、画素電極９と対向電極２１
（図２参照）との間に形成される液晶容量に対して電気的に並列に蓄積容量７０が付加さ
れている。
【００６７】
　＜１－３：液晶装置の具体的な構成＞
　次に、図４乃至図７を参照しながら、液晶装置１の画素の具体的な構成を説明する。図
４は、本実施形態に係る液晶装置１の画像表示領域１０ａにおける、電気光学動作を行う
ために配置された電極及び配線等の位置関係を図式的に示した平面図である。図５及び図
６は、画像表示領域１０ａの一部の構成を詳細に示した平面図である。図５及び図６の夫
々は、ＴＦＴアレイ基板１０上において互いに異なる層を実線で示しており、図４より若
干広い領域における平面構造を示している。図７は、図４乃至図６の夫々におけるＶＩＩ
－ＶＩＩ´線断面図である。尚、図４乃至図７では、各層・各部材を図面上で認識可能な
程度の大きさとするため、該各層・各部材ごとに縮尺を異ならしめてある。
【００６８】
　図４において、ＴＦＴアレイ基板１０上には、本発明の「第１遮光膜」の一例である走
査線１１と、本発明の「第２遮光膜」の一例であるデータ線６との夫々が、Ｘ方向及びＹ
方向の夫々に沿って延びている。データ線６及び走査線１１の交差付近において、走査線
１１に重なるようにＴＦＴ３０（即ち、半導体層３０ａ及びゲート電極３０ｂ）が形成さ
れている。走査線１１は、遮光性の導電材料、例えば、Ｗ（タングステン）、Ｔｉ（チタ
ン）、ＴｉＮ（窒化チタン）等から形成されており、ＴＦＴ３０の半導体層３０aを含む
ように半導体層ａより幅広に形成されている。ここで、後述するように、走査線１１は半
導体層３０ａより下層側に配置されているので、このように走査線１１をＴＦＴ３０の半
導体層３０ａよりも幅広に形成することによって、ＴＦＴアレイ基板１０における裏面反
射や、複板式のプロジェクタ等で他の液晶装置から発せられ合成光学系を突き抜けてくる
光などの、戻り光に対してＴＦＴ３０のチャネル領域３０ｂを殆ど或いは完全に遮光でき
る。その結果、液晶装置１の動作時に、ＴＦＴ３０における光リーク電流が低減され、コ
ントラスト比を向上させることができ、高品位の画像表示が可能となる。
【００６９】
　走査線１１は、遮光性を有しているため、データ線６と共に、画像表示領域１０ａにお
ける非開口領域を規定している。尚、走査線１１及びデータ線６の夫々は、走査線１１及
びデータ線６の夫々の縁が非開口領域を規定していない場合でもよい。言い換えれば、走
査線１１及びデータ線６の夫々は、ＴＦＴアレイ基板１０上に形成された他の遮光性の膜
によって規定された非開口領域に形成されていればよい。



(11) JP 5589359 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

【００７０】
　ＴＦＴ３０は、半導体層３０ａと、ゲート電極３０ｂとを有して構成されている。半導
体層３０ａは、ソース領域３０ａ１、チャネル領域３０ａ２、ドレイン領域３０ａ３含ん
で形成されている。ここで、チャネル領域３０ａ２とソース領域３０ａ１、又は、チャネ
ル領域３０ａ２とドレイン領域３０ａ３との界面にはＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅ
ｄ　Ｄｒａｉｎ）領域が形成されていてもよい。
【００７１】
　ゲート電極３０ｂは、ＴＦＴアレイ基板１０上で平面的に見て、半導体層３０ａのチャ
ネル領域と重なる領域にゲート絶縁膜を介して形成されている。図４では図示を省略して
いるが、ゲート電極３０ｂは、下層側に配置された走査線１１にコンタクトホール３４を
介して電気的に接続されており、走査信号が印加されることによってＴＦＴ３０をオン／
オフ制御している。
【００７２】
　データ線６は、ＴＦＴ３０上においてＴＦＴ３０に重なっているため、ＴＦＴ３０をそ
の上側から遮光可能である。データ線６は、本発明の「入力端子」の一例であるコンタク
トホール３１に電気的に接続されている。データ線６は、例えば、ＴＦＴ３０のソース領
域３０ａ１（図７参照。）に電気的に接続され、且つ画像信号をＴＦＴ３０に供給するデ
ータ線の一部を構成している。
【００７３】
　一方、ドレイン領域３０ａ３は、本発明の「出力端子」の一例を構成するコンタクトホ
ール３２及び中継層７、及び、本発明の「接続部」の一例であるコンタクトホール３３を
介して画素電極９に電気的に接続されている（図７参照。）。
【００７４】
　図５において、本発明の「透明導電膜」の一例である容量電極７１は、例えば、ＩＴＯ
等の透明導電材料から構成されており、画素電極９と共に、蓄積容量７０における一対の
容量電極を構成している。容量電極７１は、画像表示領域１０ａの略全体に重なっており
、光が透過可能な開口領域においてデータ線６の上層側に延びている。
【００７５】
　データ線６及び走査線１１は夫々、Ｙ方向及びＸ方向に延在している。各画素は、デー
タ線６及び走査線１１によって区分けされている。容量電極７１は、画素電極９（図５に
おいて図示省略）より下層側に形成されており、画素毎に開口部５ａを有している。開口
部５ａの内側には、画素電極９及びドレイン領域３０ａ３（図７参照。）間を電気的に接
続するコンタクトホール３３が、図中上下方向、即ち、ＴＦＴアレイ基板１０の厚み方向
に沿って形成されている。したがって、コンタクトホール３３によれば、画素電極９の下
層側に形成された容量電極７１に電気的に短絡することなく、画素電極９にドレイン領域
３０ａ３から出力される画像信号電位を供給可能である。その結果、画素電極９の下層側
に容量電極７１を設けつつ、画素電極９をオン／オフ駆動することができるので、極めて
効率的な配線レイアウトを有する液晶装置１を実現することができる。
【００７６】
　図６において、画素電極９は、画素毎に島状に形成されている。本実施形態では、各画
素はデータ線６及び走査線１１によってマトリクス状に区分けされている。そして、図４
において点線のライン９ａで示したように、画素電極９は各画素において、その端部がＴ
ＦＴアレイ基板１０上で平面的に見たときに、データ線６及び走査線１１に部分的に重な
るように形成されている。蓄積容量７０は、容量電極７１及び画素電極９が相互に重なる
領域に形成されている。
【００７７】
　図７において、ＴＦＴアレイ基板１０上には、絶縁膜１２、１３、１４、及び１５、並
びに、誘電体膜７２が形成されている。走査線１１、ＴＦＴ３０、データ線６、容量電極
７１、及び画素電極９の夫々は、ＴＦＴアレイ基板１０、絶縁膜１２、絶縁膜１４、絶縁
膜１５、及び誘電体膜７２の夫々の上に形成されている。
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【００７８】
　誘電体膜７２は、光が透過可能な開口領域において、容量電極７１上に形成された透明
な膜である。誘電体膜７２は、他の誘電体膜より相対的に誘電率が高いアルミナで構成さ
れており、開口領域において、容量電極７１及び画素電極９と共に蓄積容量７０を構成し
ている。アルミナは他の誘電材料に比べて相対的に誘電率が高いため、蓄積容量７０のサ
イズが一定である場合に設定可能な容量値を高めることが可能である。尚、誘電体膜７２
の膜厚が薄いほうが、蓄積容量７０の容量値を高めるためにはより好ましい。
【００７９】
　蓄積容量７０は、各々が透明な容量電極７１、誘電体膜７２及び画素電極９によって構
成されているため、開口領域を狭めることもなく、画素のうち開口領域が占める割合であ
る開口率を低下させることもない。加えて、このような蓄積容量７０によれば、開口領域
に蓄積容量７０を形成可能であるため、非開口領域にのみ蓄積容量を形成する場合に比べ
てその容量値を増大させることが可能である。
【００８０】
　したがって、液晶装置１によれば、蓄積容量７０の容量値を大きくし、且つ開口領域の
サイズを広げることが可能であるため、液晶装置１の表示性能を向上させることが可能で
ある。
【００８１】
　（変形例）
　次に、図８を参照しながら、本実施形態に係る液晶尚、装置１の変形例を説明する。図
８は、本実施形態に係る液晶装置の変形例の構成を示した断面図であって、図７に対応す
る断面で変形例に係る液晶装置を切った部分断面図である。尚、以下では、液晶装置１と
共通する部分に共通の参照符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【００８２】
　図８において、本例に係る液晶装置では、中継層７ａ、データ線６ａ、コンタクトホー
ル３３ａ、３４、３５、及び３６、絶縁膜１７及び１８、誘電体膜７２ａを備えている点
で上述の液晶装置１と相互に異なる。
【００８３】
　誘電体膜７２ａは、誘電体膜７２と同様にアルミナで構成されており、容量電極７１及
び画素電極９と共に蓄積容量７０を構成している。尚、画像表示領域１０ａの一部を構成
する非開口領域では、画素電極９及び容量電極７１間に絶縁膜１８が延びている。画素電
極９は、コンタクトホール３６、３５及び３３ａ、中継層７ａ、並びにコンタクトホール
３２を介してドレイン領域３０ａ３に電気的に接続されている。本例に係る液晶装置によ
れば、上述の液晶装置１と同様に、蓄積容量７０の容量値を大きくし、且つ開口領域のサ
イズを広げることが可能であるため、液晶装置１の表示性能を向上させることが可能であ
る。
【００８４】
　データ線６ａは、本発明の「第２遮光膜」の一例であり、絶縁膜１７上に形成されてい
る。データ線６ａは、コンタクトホール３４を介してコンタクトホール３１に電気的に接
続されている。
【００８５】
　中継層７ａ及びコンタクトホール３２は、本発明の「出力端子」の一例を構成している
。中継層７ａは、ＴＦＴ３０に重なるようにＴＦＴ３０の上層側に延び、且つ、データ線
６ａと共にＴＦＴ３０を遮光すると共に、ＴＦＴ３０及び画素電極９を電気的に中継して
いる。
【００８６】
　したがって、本例に係る液晶装置によれば、データ線６ａ及び中継層７ａの両方でＴＦ
Ｔ３０を遮光可能である。よって、当該液晶装置の動作時において、ＴＦＴ３０に発生し
うる光リーク電流を低減可能である。
【００８７】
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　（第２実施形態）
　次に、第２実施形態に係る液晶装置について、図９から図１１を参照して説明する。尚
、第２実施形態は、上述の第１実施形態と比べて、一部の構成が異なり、その他の構成に
ついては概ね同様である。このため第２実施形態では、第１実施形態と異なる部分につい
て詳細に説明し、その他の重複する部分については適宜説明を省略するものとする。
【００８８】
　図９及び図１０は夫々、第２実施形態に係る液晶装置を構成する各層の位置関係を透過
的に示す平面図である。図１１は、第２実施形態に係る液晶装置の積層構造を示す断面図
である。尚、図９では、中継層９１及び９２より下層側の各層を示しており、図１０では
、中継層９１及び９２より上層側の各層を示している。また図９、図１０及び図１１では
、各層・各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、該各層・各部材ごとに縮
尺を異ならしめてある。図１１は、図９及び図１０のＡ－Ａ’線における断面を示すもの
であるが、上述したように各層・各部材の縮尺を異ならしめてあるため、一部で完全には
Ａ－Ａ’線と対応していない部分が存在している。
【００８９】
　図９及び図１１において、ＴＦＴアレイ基板１０上には、走査線１１がＸ方向に沿って
配置されており、走査線１１より下地絶縁膜１２を介して上層には、半導体層３０ａ及び
ゲート電極３０ｂを有するＴＦＴ３０が配置されている。
【００９０】
　走査線１１は、遮光性の導電材料、例えば、Ｗ（タングステン）、Ｔｉ（チタン）、Ｔ
ｉＮ（窒化チタン）等から形成されており、ＴＦＴアレイ基板１０上で平面的に見て半導
体層３０aを含むような形状とされている。具体的には、図１０に示すように、半導体層
３０ａに沿ってＹ方向に突出するように設けられた突出部を有している。走査線１１は半
導体層３０ａより下層側に配置されているので、上述した突出部を有することによって、
ＴＦＴアレイ基板１０における裏面反射や、複板式のプロジェクタ等で他の液晶装置から
発せられ合成光学系を突き抜けてくる光などの、戻り光に対してＴＦＴ３０のチャネル領
域３０ｂを殆ど或いは完全に遮光できる。その結果、液晶装置の動作時に、ＴＦＴ３０に
おける光リーク電流は低減され、コントラスト比を向上させることができ、高品位の画像
表示が可能となる。
【００９１】
　ＴＦＴ３０は、半導体層３０ａと、ゲート電極３０ｂとを有して構成されている。半導
体層３０ａは、ソース領域３０ａ１、チャネル領域３０ａ２、ドレイン領域３０ａ３含ん
で形成されている。ここで、チャネル領域３０ａ２とソース領域３０ａ１、又は、チャネ
ル領域３０ａ２とドレイン領域３０ａ３との界面にはＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅ
ｄ　Ｄｒａｉｎ）領域が形成されていてもよい。
【００９２】
　ゲート電極３０ｂは、ＴＦＴアレイ基板１０上で平面的に見て、半導体層３０ａのチャ
ネル領域３０ａ２と重なる領域にゲート絶縁膜１３を介して、半導体層３０ａの上層側に
形成されている。ゲート電極３０ｂは、例えば導電性ポリシリコンから形成されており、
下層側に配置された走査線１１にコンタクトホール３４ａ及び３４ｂを介して電気的に接
続されている。
【００９３】
　ＴＦＴ３０のソース領域３０ａ１は、第１層間絶縁膜１４上に形成された中継層９１と
、コンタクトホール３１を介して電気的に接続されている。一方、ドレイン領域３０ａ３
は、中継層９１と同層に形成された中継層９２に、コンタクトホール３２を介して電気的
に接続されている。中継層９２は、本発明の「第３中継層」の一例である。
【００９４】
　図１０及び図１１において、中継層９１は、第２層間絶縁膜１５上に形成されたデータ
線６と、コンタクトホール３４を介して電気的に接続されている。データ線６は、本発明
の「遮光膜」の一例である。一方、中継層９２は、データ線６と同層に形成された中継層
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７に、コンタクトホール３４を介して電気的に接続されている。尚、ここでのデータ線６
は、本発明の「第２遮光膜」の一例であり、中継層７は、本発明の「第２中継層」の一例
である。
【００９５】
　中継層７は更に、コンタクトホール３６を介して、後述する容量電極７１と同層に設け
られた中継層７５と電気的に接続されている。尚、ここでの中継層７５は、本発明の「第
１中継層」の一例である。また中継層７５は、コンタクトホール３７を介して、画素電極
９と電気的に接続されている。即ち、ＴＦＴ３０のドレイン領域３０ａ３と画素電極９と
は、中継層９２、中継層７、及び中継層７５を順に介して、電気的に中継接続されている
。
【００９６】
　データ線６及び中継層７の上層側には、第３層間絶縁膜１６を介して蓄積容量７０が形
成されている。蓄積容量７０を液晶容量に並列に電気的に接続することで、画素電極９の
電圧を、実際に画像信号が印加されている時間よりも、例えば３桁も長い時間だけ保持す
ることが可能となり、液晶素子の保持特性が改善されるため、高コントラスト比を有する
液晶装置を実現することができる。
【００９７】
　容量電極７１は、本発明の「透明導電膜」の一例であり、液晶容量に電気的に並列に接
続された蓄積容量７０の片方の電極として機能し、容量配線３００に電気的に接続される
ことによって、固定電位に保持されている。容量電極７１は、例えばＩＴＯ等の透明電極
によって構成されている。このため、容量電極７１を、開口領域を含む画像表示領域１０
ａに重なるように形成しても、開口領域における光透過率を殆ど或いは実践上全く低下さ
せることはない。容量電極７１は、島状に形成された中継層７５を囲うように形成される
。言い換えれば、容量電極７１の開口部の内側に中継層７５が形成される。中継層９２は
、走査線１１に沿って重なる本体部と、縦に配置されたＴＦＴ３０の少なくともチャネル
領域の一部からドレイン領域ａ３を覆うように配置される突出部とを有しており、中継層
７は中継層９２の本体部に沿って重なる島状の形状を有する。また、中継層７５は島状の
中継層９２から画素電極側に突出するように縦方向の幅が中継層７よりも広く設けられて
いる。容量電極７１の開口部は中継層７と中継層７５とを接続するコンタクトホール３６
、及び中継層７５と画素電極９とを接続するコンタクトホール３７とを設けるために開口
されている。中継層７はデータ線と同じ遮光性材料で形成されており、画素と画素の間に
設けられ、中継層７５は容量電極７１と同じ透明材料で形成されており画素電極側に突出
していても画像表示領域１０ａの開口率の低下を招くことはない。そして、容量電極７１
の開口部が縦方向の２つの画素の間に跨って設けられているので、透明な中継層７５をそ
の開口部の内側に設けることで、遮光性材料の中継層７及びコンタクトホール３６を画素
電極間の位置に設けると共に中継層７と重なる位置にコンタクトホール３６を設けるため
のマージンを確保することができる。
【００９８】
　容量電極７１上には、誘電体膜７２が形成されている。誘電体膜７２は、容量電極７１
上を覆うようにベタ状に形成されている。尚、誘電体膜７２は透明な誘電性材料である窒
化シリコン等で構成されるため、誘電体膜７２を、開口領域を含む画像表示領域１０ａに
広く形成しても、開口領域における光透過率を殆ど或いは実践上全く低下させることはな
い。尚、誘電体膜７２の膜厚が薄いほうが、蓄積容量７０の容量値を高めるためにはより
好ましい。
【００９９】
　また容量電極７１上には、蓄積容量７０を画素間で分離するための容量分離膜８０が形
成されている。蓄積容量７０の容量値は、容量分離膜８０の面積を増減させることによっ
て、調整することができる。具体的には、容量分離膜８０を設けることによって、容量電
極７１が誘電体膜７２を介して画素電極９と対向配置されなくなってしまう部分において
は、蓄積容量７０は形成されない。図１０に示すように、容量分離膜８０は隣り合う画素
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に跨る容量電極７１の開口部を避けるように略Ｈ状の形状に設けられた容量分離膜開口部
を有する。そしてこの容量分離膜の開口部の形状に沿って容量電極７１と画素電極９とが
対向配置されて蓄積容量７０を構成する。すなわち、隣り合うデータ線６の間に設けられ
る容量電極の開口部と隣り合うデータ線６の間にもそれぞれ容量分離膜の開口部が設けら
れて蓄積容量を構成することで、画素電極９の内側における蓄積容量領域の平面的な面積
をできるだけ多く確保している。ここで仮に、蓄積容量７０の容量値が小さい場合、画像
信号を保持できる時間が短いため、表示画像の画質はあまり改善しない。一方、蓄積容量
７０の容量値が大きい場合、画像信号を長期間保持できるため表示画像の画質の改善を期
待することができるものの、画像信号の供給回路や配線等が大型化してしまう。そのため
、実際の液晶装置では、蓄積容量７０の容量値が好適な値に調整される。
【０１００】
　容量分離膜８０上には、画素電極９が形成されている。図１０に示すように、画素電極
９は、データ線６及び走査線１１によってマトリクス状に区分けされた画素毎に、島状に
形成されている。尚、ここでの図示は省略しているが、画素電極９上には、液晶層５０（
図２参照）に含まれる液晶分子の配向状態を規制するための配向膜１６が形成されている
。
【０１０１】
　蓄積容量７０は、各々が透明な容量電極７１、誘電体膜７２及び画素電極９によって構
成されているため、開口領域を狭めることもなく、画素のうち開口領域が占める割合であ
る開口率を低下させることもない。加えて、このような蓄積容量７０によれば、開口領域
に蓄積容量７０を形成可能であるため、非開口領域にのみ蓄積容量を形成する場合に比べ
てその容量値を増大させることが可能である。
【０１０２】
　以上説明したように、第２実施形態に係る液晶装置によれば、第１実施形態と同様に蓄
積容量７０の容量値を大きくし、且つ開口領域のサイズを広げることが可能であるため、
液晶装置の表示性能を向上させることが可能である。
【０１０３】
　＜２：電子機器＞
　次に、図１２を参照しながら、上述した液晶装置を、電子機器の一例であるプロジェク
タにライトバルブとして適用した例を説明する。図１２は、プロジェクタの構成例を示す
平面図である。
【０１０４】
　図１２において、プロジェクタ１１００内部には、ハロゲンランプ等の白色光源からな
るランプユニット１１０２が設けられている。このランプユニット１１０２から射出され
た投射光は、ライトガイド１１０４内に配置された４枚のミラー１１０６及び２枚のダイ
クロイックミラー１１０８によってＲＧＢの３原色に分離され、各原色に対応するライト
バルブとしての液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂ及び１１１０Ｇに入射される。
【０１０５】
　液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂ及び１１１０Ｇの構成は、上述した液晶装置と同等
であり、画像信号処理回路から供給されるＲ、Ｇ、Ｂの原色信号でそれぞれ駆動されるも
のである。そして、これらの液晶パネルによって変調された光は、ダイクロイックプリズ
ム１１１２に３方向から入射される。このダイクロイックプリズム１１１２においては、
Ｒ及びＢの光が９０度に屈折する一方、Ｇの光が直進する。従って、各色の画像が合成さ
れる結果、投射レンズ１１１４を介して、スクリーン等にカラー画像が投写されることと
なる。
【０１０６】
　ここで、各液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂ及び１１１０Ｇによる表示像について着
目すると、液晶パネル１１１０Ｇによる表示像は、液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂに
よる表示像に対して左右反転することが必要となる。
【０１０７】
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　尚、液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂ及び１１１０Ｇには、ダイクロイックミラー１
１０８によって、Ｒ、Ｇ、Ｂの各原色に対応する光が入射するので、カラーフィルタを設
ける必要はない。
【０１０８】
　尚、図１２を参照して説明した電子機器の他にも、モバイル型のパーソナルコンピュー
タや、携帯電話、液晶テレビや、ビューファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコ
ーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワーク
ステーション、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた装置等が挙げられる。そ
して、これらの各種電子機器に適用可能なのは言うまでもない。
【０１０９】
　また、本発明は上述の各実施形態で説明した液晶装置以外にも反射型液晶装置（ＬＣＯ
Ｓ）、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）、電界放出型ディスプレイ（ＦＥＤ、ＳＥＤ）、
有機ＥＬディスプレイ、デジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ）、電気泳動装置等に
も適用可能である。
【０１１０】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から
読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更
を伴う電気光学装置、及び該電気光学装置を備えた電子機器もまた本発明の技術的範囲に
含まれるものである。
【符号の説明】
【０１１１】
　５ａ・・・開口部、６，６ａ・・・データ線、７，７ａ・・・中継層、９・・・画素電
極、１０・・・ＴＦＴアレイ基板、１０ａ・・・画像表示領域、１１・・・走査線、３０
・・・ＴＦＴ、３０ａ・・・半導体層、３０ａ１・・・ソース領域、３０ａ２・・・チャ
ネル領域、３０ａ３・・・ドレイン領域、３０ｂ・・・ゲート電極、５０・・・液晶、７
０・・・蓄積容量、７１・・・容量電極、８０・・・容量分離膜
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